
　

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法

　

　平
成
二
八
年
四
月
一
日
以
降
有
効
な
旧
規
定

改
正
法
令
一
覧

・
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
五
・
六
・
一
九
法
四
九
）

附
則
六
条
（
平
成
二
八
・
六
・
一
八
ま
で
に
施
行
）

・
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二

六
・
六
・
一
八
法
七
四
）
本
則
二
条
（
平
成
二
八
・
一
二
・
一
七
ま
で

に
施
行
）

（
上
陸
許
可
の
証
印
）

第
九
条
①
―
③
　（
略
）

④
　（
柱
書
略
）

一
　
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
た
者
で
あ
る
こ
と
。

二
　（
略
）

新
⑤
　（
改
正
に
よ
り
追
加
）

⑤
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
上
陸
許
可
の
証
印
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
記

録
を
す
る
場
合
を
除
き
、
入
国
審
査
官
は
、
次
条
の
規
定
に
よ
る
口
頭
審

理
を
行
う
た
め
、
当
該
外
国
人
を
特
別
審
理
官
に
引
き
渡
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。（
改
正
後
の
⑥
）

⑥
　
外
国
人
は
、
第
四
節
に
特
別
の
規
定
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
第
一
項
、

次
条
第
八
項
若
し
く
は
第
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
上
陸
許
可
の
証

印
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
を
受
け
な
け
れ
ば
上
陸
し
て
は
な
ら

な
い
。（
改
正
後
の
⑦
）

⑦
　（
柱
書
略
）

一
　
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
再
入
国
の
許
可
を
受
け
て
い
る

者
又
は
第
六
十
一
条
の
二
の
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け

た
難
民
旅
行
証
明
書
を
所
持
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

二
・
三
　（
略
）

（
改
正
後
の
⑧
）

第
九
条
の
二
　（
改
正
に
よ
り
追
加
）

（
口
頭
審
理
）

第
一
〇
条
①
　
特
別
審
理
官
は
、
第
七
条
第
四
項
又
は
前
条
第
五
項
の
規
定

に
よ
る
引
渡
し
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
外
国
人
に
対
し
、
速
や
か
に
口

頭
審
理
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
―
⑧
　（
略
）

⑨
　
前
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
証
印
を
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。

⑩
⑪
　（
略
）

（
在
留
資
格
の
取
消
し
）

第
二
二
条
の
四
①
　（
柱
書
略
）

一
　
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
、
当
該
外
国
人
が
第
五
条
第
一
項

各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の
と
し
て
、
前
章
第
一
節
又
は
第

二
節
の
規
定
に
よ
る
上
陸
許
可
の
証
印
（
第
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

る
記
録
を
含
む
。）又
は
許
可
を
受
け
た
こ
と
。

二
―
十
　（
略
）

②
―
⑨
　（
略
）

（
旅
券
等
の
携
帯
及
び
提
示
）

第
二
三
条
①
　（
柱
書
略
）

新
一
　（
改
正
に
よ
り
追
加
）

一
―
七
　（
略
、
改
正
後
の
二
―
八
）

②
　（
略
）

③
　
前
二
項
の
外
国
人
は
、
入
国
審
査
官
、
入
国
警
備
官
、
警
察
官
、
海
上

保
安
官
そ
の
他
法
務
省
令
で
定
め
る
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
職
員
が
、

そ
の
職
務
の
執
行
に
当
た
り
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
旅
券
、
乗
員

手
帳
、
許
可
書
又
は
在
留
カ
ー
ド
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て　「
旅
券
等
」

と
い
う
。）の
提
示
を
求
め
た
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

④
⑤
　（
略
）

（
退
去
強
制
）

第
二
四
条
　（
柱
書
略
）

一
―
三
の
五
　（
略
）

四
　（
柱
書
略
）

イ
―
チ
　（
略
）

リ
　
ニ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
昭
和
二
十
六
年
十
一
月
一

日
以
後
に
無
期
又
は
一
年
を
超
え
る
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
に
処
せ
ら

れ
た
者
。
た
だ
し
、
執
行
猶
予
の
言
渡
し
を
受
け
た
者
を
除
く
。

ヌ
―
ヨ
　（
略
）

四
の
二
―
十
　（
略
）

（
出
国
確
認
の
留
保
）

第
二
五
条
の
二
①
　（
柱
書
略
）

一
　
死
刑
若
し
く
は
無
期
若
し
く
は
長
期
三
年
以
上
の
懲
役
若
し
く
は
禁

こ錮　
に
当
た
る
罪
に
つ
き
訴
追
さ
れ
て
い
る
者
又
は
こ
れ
ら
の
罪
を
犯
し

た
疑
い
に
よ
り
逮
捕
状
、
勾
引
状
、
勾
留
状
若
し
く
は
鑑
定
留
置
状
が

発
せ
ら
れ
て
い
る
者

二
　
禁

こ錮　
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
刑
に
つ
き
執
行
猶
予
の
言
渡
し

を
受
け
な
か
つ
た
者
で
、
刑
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
、
又
は
執
行
を
受

け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
も
の
（
当
該
刑
に
つ
き
仮
釈
放
中
の
者

を
除
く
。）

三
　（
略
）

②
　（
略
）

（
事
実
の
調
査
）

第
五
九
条
の
二
①
　
法
務
大
臣
は
、
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
証

明
書
の
交
付
又
は
第
十
二
条
第
一
項
、
第
十
九
条
第
二
項
、
第
二
十
条
第

三
項
本
文
（
第
二
十
二
条
の
二
第
三
項
（
第
二
十
二
条
の
三
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
二
十
一

条
第
三
項
、
第
二
十
二
条
第
二
項
（
第
二
十
二
条
の
二
第
四
項
（
第
二
十

二
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。）、
第
二
十
六
条
第
一
項
、
第
五
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
十

一
条
の
二
の
十
一
の
規
定
に
よ
る
許
可
若
し
く
は
第
二
十
二
条
の
四
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
在
留
資
格
の
取
消
し
に
関
す
る
処
分
を
行
う
た
め
必
要

が
あ
る
場
合
に
は
、
入
国
審
査
官
に
事
実
の
調
査
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。

②
③
　（
略
）

第
六
七
条
の
二
　
外
国
人
は
、
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
就
労

資
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
、
又
は
第
十
九
条
の
十
三
第
一
項
後
段
の
規

定
に
よ
る
申
請
に
基
づ
き
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
九
条
の

十
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
在
留
カ
ー
ド
の
交
付
を
受
け
る
と
き
は
、
実
費

を
勘
案
し
て
別
に
政
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

第
七
六
条
　（
柱
書
略
）

一
　（
略
）

二
　
第
二
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
旅
券
、
乗
員
手
帳
又
は
許

可
書
の
提
示
を
拒
ん
だ
者

1


